
川崎市は、生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、進学準
備給付金の支給、健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還
又は徴収金の徴収に関する事務におけるにおける特定個人情報ファイ
ルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報
の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措
置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んで
いることを宣言する。

特記事項

12
生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給等
に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和6年3月26日

神奈川県川崎市長

 公表日

 評価実施機関名



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給等に関する事務

 ②事務の概要

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づき、生活保護費の支給等を行う事務である。生活保護法
は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮
の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること
を目的とする。生活保護制度は法定受託事務であり、川崎市長は市内の福祉事務所長に法律に定め
るその職権の一部を委任し、福祉事務所長は管内の被（要）保護者に対して、保護の決定等に関する
事務を行う。
　なお、外国人は生活保護法の対象とはならないが、昭和２９年５月８日付け社発第３８２号厚生省社会
局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づき、国民に対する決定実
施の取扱いに準じて管内の被（要）保護者に対して、保護の決定等に関する事務を行う。
　生活保護費の支給等を行う事務のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律（以下「番号法」という。）に基づき特定個人情報ファイルを使用して実施する事務は、
次のとおりとする。
１　生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関する事務
　　決定された内容に基づいて保護金品を定められた時期に、定められた被保護者に対して交付するこ
と。
２　生活保護法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更の申請の受理、その申
請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
　　保護の開始若しくは変更の申請を受理し、保護の要否、種類及び程度を決定し、申請者に対して書
面をもって通知すること。
３　生活保護法第２５条第１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職権による保護の変更に関
する事務
　　要保護者が急迫した状況にあるときに、速やかに、職権で保護の種類、程度及び方法を決定し保護
を開始すること。また、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認められるときに、速
やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被保護者に通知すること。
４　生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事務
　　被保護者が保護を必要としなくなったときに、速やかに保護の停止又は廃止を決定し、書面をもっ
て、これを被保護者に通知すること。
５　生活保護法第２９条第１項の資料の提供等の求めに関する事務
　保護の決定若しくは実施又は法第７７条若しくは法第７８条の規定の施行のために要保護者、被保護
者であった者又はそれらの扶養義務者に関する事項について、官公署等に対し、必要な書類の閲覧若
しくは資料の提供を求め、又は銀行等に報告を求めること。
６　生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答に関する事務
　　被保護者の自立の助長を図るため、被保護者であって、安定した職業に就いたことにより保護を必
要としなくなったと認めたものに対して申請に基づき、保護の廃止の決定の際に就労自立給付金を支給
すること。
７　生活保護法第５５条の５第１項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答に関する事務
　　生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支援を図ることを目的として被保護者（１８歳に達する
日以後の最初の３月３１日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る）であって特定教
育訓練施設に確実に入学すると見込まれる者に進学準備給付金を支給すること。
８　生活保護法第５５条の８第１項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
　　被保護者の健康の保持及び増進を図るため、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医
療の受診の勧奨等を行うこと。
９　生活保護法第６３条の保護に要する費用の返還に関する事務
　　被保護者が急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けたときに、その受けた保
護金品に相当する金額の範囲内において返還決定を行うこと。
１０　生活保護法第７７条第１項又第７８条第１項から第３までの徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項
又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務
　　被保護者に対して扶養の義務を履行しなければならない者からその義務の範囲内において、支弁し
た保護費の全部又は一部をその者から徴収すること。また、不実の申請その他不正な手段により保護
を受け、又は他人をして保護を受けさせた者、偽りその他不正の行為によって医療等の給付に要する
費用の支払を受けた医療機関等、及び、偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準
備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときに、その費用の額の全部又は一部を



備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときに、その費用の額の全部又は一部を
徴収する他、状況によりその徴収する額に１００分の４０を乗じてえた額以下の金額を徴収すること。ま
た、被保護者が保護金品若しくは就労自立給付金の交付を受ける前に、被保護者からその額の全部
又は一部を徴収金の徴収に充てる旨の申し出があった場合に、保護金品若しくは就労自立給付金の
支給を行う際に当該申出にかかる徴収金を徴収すること。
１１　他団体との情報連携事務（中間サーバー・システム連携基盤における事務）
・新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（システ
ム連携基盤要件）
・番号法別表第２に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムに
提供する。（システム連携基盤、中間サーバー要件）
・番号法別表第２に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを
使用して取得する。（システム連携基盤、中間サーバー要件）
１２　生活保護システムから医療保険者等向け中間サーバー等への特定個人情報の連携
　川崎市福祉事務所が、オンライン資格確認の準備のため、被保護者の本人確認を実施し、医療保険
者等向け中間サーバー等への被保護者の特定個人情報及び資格情報／医療券・調剤券情報の提供
を行う。（生活保護等版レセプト管理クラウド又は川崎市福祉事務所の統合専用端末から、被保護者の
資格情報／医療券・調剤券情報に関するデータを、医療保険者等向け中間サーバー等（運用支援環境
の委託区画）へ連携する。）



 ②所属長の役職名 保護指導担当課長

 ６．他の評価実施機関

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康福祉局生活保護・自立支援室

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

生活保護ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法第９条第１項　別表第１の１５の項
・川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例第３条第１項（別
表第１の５の項）、第２項及び第３項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

【情報照会】番号法第１９条第８号　別表第２の２６の項
【情報提供】番号法第１９条第８号　別表第２の９の項、１０の項、１４の項、１６の項、１８の項、２０の項、
２４の項、２６の項、２７の項、２８の項、３０の項、３１の項、３７の項、３８の項、４２の項、５０の項、５３の
項、５４の項、６１の項、６２の項、６４の項、７０の項、８７の項、９０の項、９４の項、１０４の項、１０６の
項、１０８の項、１１３の項、１１６の項、１２０の項

 ③システムの名称
福祉総合情報システム（生活保護システム）、システム連携基盤、中間サーバー、生活保護等版レセプ
ト管理クラウド、医療保険者等向け中間サーバ等



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和5年9月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和5年9月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ]
＜選択肢＞

1万人以上10万人未満 ]
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 連絡先
健康福祉局生活保護・自立支援室
　　住　　　所：〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　電話番号：044-200-2643

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

・健康福祉局生活保護・自立支援室
　　住　　　所：〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　電話番号：044-200-2643
・総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課（情報公開担当）
　　住　　　所：〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　電話番号：044-200-2108

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [ ○

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[ ○

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記
載されている。

基礎項目評価書及び重点項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



平成29年7月31日

Ⅰ関連情報（４．情報提供ネット

ワークシステムによる情報連携

②法令上の根拠【情報照会】）

番号法第１９条第７号　別表第２の２６の項（番号

法別表第２の主務省令で定める事務を定める命

令第１９条第１号、第２号、第３号、第４号及び第５

号）

番号法第１９条第７号　別表第２の２６の項（番号

法別表第２の主務省令で定める事務を定める命

令第１９条第１号、第２号、第３号、第４号、第５号

及び第６号）

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成28年8月12日
Ⅱしきい値判断項目（１．対象人

数　いつ時点の計数か）
平成27年5月1日時点 平成28年5月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成28年8月12日
Ⅱしきい値判断項目（２．取扱者

数　いつ時点の計数か）
平成27年5月1日時点 平成28年6月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成28年8月12日
Ⅰ関連情報（５．評価実施機関

における担当部署　②所属長）

健康福祉局生活保護・自立支援室担当部長　宮脇

護

健康福祉局生活保護・自立支援担当課長　岡本

みゆき
事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成28年8月12日

Ⅰ関連情報（７．特定個人情報

の開示・訂正・利用停止請求

請求先）

（省略）

・総務局情報管理部行政情報課（情報公開担当）

（以下省略）

（省略）

・総務企画局情報管理部行政情報課（情報公開担

当）

（以下省略）

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

変更箇所

変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年8月12日

Ⅰ関連情報（１．特定個人情報

ファイルを取り扱う事務　②事務

の概要）

（省略）

５　生活保護法第５５条の四第一項の就労自立給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

（省略）

６～７　（省略）

８　他団体との情報連携事務（中間サーバー・シス

テム連携基盤における事務）

・新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情

報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（シス

テム連携基盤要件）

・番号法別表第二に記載されている提供側業務に

ついて、業務情報を情報提供ネットワークシステム

に提供する。（システム連携基盤、中間サーバー

要件）

・番号法別表第二に記載されている照会側業務に

ついて、業務情報を情報提供ネットワークシステム

を使用して取得する。（システム連携基盤、中間

サーバー要件）

（省略）

５　生活保護法第２９条第１項の資料の提供等の

求めに関する事務

　保護の決定若しくは実施又は法第７７条若しくは

法第７８条の規定の施行のために要保護者、被保

護者であった者又はそれらの扶養義務者に関する

事項について、官公署等に対し、必要な書類の閲

覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行等に報告

を求めること。

６　生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

（省略）

７～８　（省略）

９　他団体との情報連携事務（中間サーバー・シス

テム連携基盤における事務）

・新規個人番号の宛名情報が連携された際に、情

報提供用個人識別符号の取得要求を行う。（シス

テム連携基盤要件）

・番号法別表第２に記載されている提供側業務に

ついて、業務情報を情報提供ネットワークシステム

に提供する。（システム連携基盤、中間サーバー

要件）

・番号法別表第２に記載されている照会側業務に

ついて、業務情報を情報提供ネットワークシステム

を使用して取得する。（システム連携基盤、中間

サーバー要件）

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成28年8月12日

Ⅰ関連情報（４．情報提供ネット

ワークシステムによる情報連携

②法令上の根拠）

【情報照会】

（省略）

【情報提供】（省略）、１４の項（番号法別表第２の

主務省令で定める事務を定める命令第１１条）、

（省略）、２４の項（番号法別表第２の主務省令で

定める事務を定める命令第１７条）、（省略）、５０

の項、（省略）、６２の項（番号法別表第２の主務省

令で定める事務を定める命令第３３条）、６４の項

（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定め

る命令第３５条）、７０の項（番号法別表第２の主

務省令で定める事務を定める命令第３９条）、（省

略）、９４の項（番号法別表第２の主務省令で定め

る事務を定める命令第４７条第２号、第３号、第４

号、第５号、第６号、第７号、第８号、第９号、第１０

号、第１１号）、（省略）、１２０の項

【情報照会】

（省略）

【情報提供】（省略）、１４の項（番号法別表第２の

主務省令で定める事務を定める命令第１１条第１

号）、（省略）、２４の項（番号法別表第２の主務省

令で定める事務を定める命令第１７条第１号）、

（省略）、３８の項、５０の項、（省略）、６２の項（番

号法別表第２の主務省令で定める事務を定める

命令第３３条第３号）、６４の項（番号法別表第２の

主務省令で定める事務を定める命令第３５条第１

号）、７０の項（番号法別表第２の主務省令で定め

る事務を定める命令第３９条第１号）、（省略）、９４

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第４７条第１項第２号、第３号、第４号、

第５号、第６号、第７号、第８号、第９号、第１０号

及び第１１号並びに同条第２項）、（省略）、１１９の

項

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成28年8月12日
Ⅰ関連情報（３．個人番号の利

用　法令上の根拠）

・番号法第９条第１項　別表第１の１５の項（生活

保護法による保護の決定及び実施、就労自立給

付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収

金の徴収に関する事務であって主務省令で定める

もの）（番号法別表第１の主務省令で定める事務

を定める命令第１５条第１号、第２号、第３号、第４

号、第５号、第６号及び第７号）

・番号法第９条第２項の条例

・番号法第９条第１項　別表第１の１５の項（番号

法別表第１の主務省令で定める事務を定める命

令第１５条第１号、第２号、第３号、第４号、第５

号、第６号、第７号及び第８号）

・川崎市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する条例第３条第１項

（別表第１の２の項）、第２項及び第３項

事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年6月28日
Ⅰ関連情報（３．個人番号の利

用　法令上の根拠）

・番号法第９条第１項　別表第１の１５の項（番号

法別表第１の主務省令で定める事務を定める命

令第１５条第１号、第２号、第３号、第４号、第５

号、第６号、第７号及び第８号）

・川崎市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する条例第３条第１項

（別表第１の２の項）、第２項及び第３項

・番号法第９条第１項　別表第１の１５の項（番号

法別表第１の主務省令で定める事務を定める命

令第１５条第１号、第２号、第３号、第４号、第５

号、第６号、第７号、第８号及び第９号）

・川崎市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する条例第３条第１項

（別表第１の５の項）、第２項及び第３項

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成29年7月31日
Ⅰ関連情報（５．評価実施機関

における担当部署　②所属長）

健康福祉局生活保護・自立支援担当課長　岡本

みゆき

健康福祉局生活保護・自立支援担当課長　遠藤俊

明
事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

令和1年6月28日

Ⅰ関連情報（１．特定個人情報

ファイルを取り扱う事務　②事務

の概要）

(略)

１　生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関

する事務

２　生活保護法第２４条第１項の保護の開始若しく

は同条第９項の保護の変更の申請の受理、その

申請に係る事実についての審査又はその申請に

対する応答に関する事務

３　生活保護法第２５条第１項の職権による保護

の開始又は同条第２項の職権による保護の変更

に関する事務

４　生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に

関する事務

５　生活保護法第２９条第１項の資料の提供等の

求めに関する事務

６　生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

７　生活保護法第６３条の保護に要する費用の返

還に関する事務

８　生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項

から第３までの徴収金の徴収（同法第７８条の２第

１項

９　他団体との情報連携事務（中間サーバー・シス

テム連携基盤における事務）

(略)

１　生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関

する事務

２　生活保護法第２４条第１項の保護の開始若しく

は同条第９項の保護の変更の申請の受理、その

申請に係る事実についての審査又はその申請に

対する応答に関する事務

３　生活保護法第２５条第１項の職権による保護

の開始又は同条第２項の職権による保護の変更

に関する事務

４　生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に

関する事務

５　生活保護法第２９条第１項の資料の提供等の

求めに関する事務

６　生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実

につ７　生活保護法第５５条の５第１項の進学準備

給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事

実についての審査又はその申請に対する応答に

関する事務

　生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支

援を図ることを目的として被保護者（１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある者そ

の他厚生労働省令で定める者に限る）であって特

定教育訓練施設に確実に入学すると見込まれる

者に進学準備給付金を支給すること。

８　生活保護法第６３条の保護に要する費用の返

還に関する事務

９　生活保護法第７７条第１項又第７８条第１項か

ら第３までの徴収金の徴収（同法第７８条の２第１

項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する

事務

１０　他団体との情報連携事務（中間サーバー・シ

ステム連携基盤における事務）

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成29年7月31日
Ⅱしきい値判断項目（１．対象人

数　いつ時点の計数か）
平成28年5月1日時点 平成29年5月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成29年7月31日
Ⅱしきい値判断項目（２．取扱者

数　いつ時点の計数か）
平成28年6月1日時点 平成29年5月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

平成29年7月31日

Ⅰ関連情報（４．情報提供ネット

ワークシステムによる情報連携

②法令上の根拠【情報提供】）

【情報提供】（省略）、１０の項（番号法別表第２の

主務省令で定める事務を定める命令第９条第１

号、第２号及び第３号）、１４の項（番号法別表第２

の主務省令で定める事務を定める命令第１１条第

１号）、１６の項（番号法別表第２の主務省令で定

める事務を定める命令第１２条第１号、第２号、第

３号及び第４号）、（省略）、２６の項（番号法別表

第２の主務省令で定める事務を定める命令第１９

条第１号、第２号、第３号、第４号及び第５号）、

（省略）、３０の項、３１の項（番号法別表第２の主

務省令で定める事務を定める命令第２２条第２

号、第３号、第４号、第５号、第７号、第９号及び第

１０号）、（省略）、５０の項、（省略）、８７の項（番号

法別表第２の主務省令で定める事務を定める命

令第４４条第１号、第２号、第３号、第４号及び第５

号）、（省略）、９４の項（番号法別表第２の主務省

令で定める事務を定める命令第４７条第１項第２

号、第３号、第４号、第５号、第６号、第７号、第８

号、第９号、第１０号及び第１１号並びに同条第２

項）、（省略）、１０８の項（番号法別表第２の主務

省令で定める事務を定める命令第５５条第１号、

第２号、第３号及び第４号）、１１６の項、１１９の項

【情報提供】（省略）、１０の項（番号法別表第２の

主務省令で定める事務を定める命令第９条第１

号、第２号、第３号及び第４号）、１４の項（番号法

別表第２の主務省令で定める事務を定める命令

第１１条第１号、第２号及び第３号）、１６の項（番

号法別表第２の主務省令で定める事務を定める

命令第１２条第１号、第２号、第３号、第４号及び

第６号）、２０の項（番号法別表第２の主務省令で

定める事務を定める命令第１４条第３号）、２１の

項、（省略）、２６の項（番号法別表第２の主務省令

で定める事務を定める命令第１９条第１号、第２

号、第３号、第４号、第５号及び第６号）、（省略）、

３１の項（番号法別表第２の主務省令で定める事

務を定める命令第２２条第２号、第３号、第４号、

第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１１号）、

（省略）、５０の項（番号法別表第２の主務省令で

定める事務を定める命令第２６条の４第１号）、５３

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第２７条第３号）、（省略）、８７の項（番

号法別表第２の主務省令で定める事務を定める

命令第４４条第１号、第２号、第３号、第４号、第５

号及び第６号）、（省略）、９４の項（番号法別表第

２の主務省令で定める事務を定める命令第４７条

第１項第２号、第３号、第４号、第５号、第６号、第

７号、第８号、第９号、第１０号、第１１号、第１２

号、第１３号、第１４号、第１５号、第１７号、第１８

号、第１９号、第２０号、第２１号、第２２号及び第２

３号並びに同条第２項）、（省略）、１０８の項（番号

法別表第２の主務省令で定める事務を定める命

令第５５条第１号、第２号、第４号及び第５号）、１

１６の項（番号法別表第２の主務省令で定める事

務を定める命令第５９条の２第１号、第２号、第３

号及び第４号）、１１９の項（番号法別表第２の主

務省令で定める事務を定める命令第５９条の３第

１号及び第２号）

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年11月9日

Ⅰ関連情報（１．特定個人情報

ファイルを取り扱う事務　①事務

の名称）

生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支

給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収

に関する事務

生活保護の決定及び実施等に関する事務 事後
重要な変更に該当しない項目の

変更

令和2年3月31日
Ⅱしきい値判断項目（１．対象人

数　いつ時点の計数か）
平成30年12月1日時点 令和1年9月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

令和2年3月31日
Ⅱしきい値判断項目（２．取扱者

数　いつ時点の計数か）
平成30年4月1日時点 令和1年9月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

令和1年6月28日 Ⅳリスク対策 （なし） （様式改訂に伴い、項目を追加） 事後

令和2年3月31日

Ⅰ関連情報（４．情報提供ネット

ワークシステムによる情報連携

②法令上の根拠）

【情報照会】

（省略）

【情報提供】番号法第１９条第７号　別表第２の９

の項、１０の項、１４の項、１６の項、２０の項、２４

の項、２６の項、２７の項、２８の項、３０の項、３１

の項、３７の項、３８の項、５０の項、５３の項、５４

の項、６１の項、６２の項、６４の項、７０の項、８７

の項、９０の項、９４の項、１０４の項、１０６の項、

１０８の項（番号法別表第２の主務省令で定める

事務を定める命令第５５条第１号、第６号、第７

号、第９号及び第１０号）、

１１６の項、

１１９の項、

１２０の項

【情報照会】

（省略）

【情報提供】番号法第１９条第７号　別表第２の９

の項、１０の項、１４の項、１６の項、１８の項（番号

法別表第２の主務省令で定める事務を定める命

令第１３条第２号）、

２０の項、２４の項、２６の項、２７の項、２８の項、３

０の項、３１の項、３７の項、３８の項、

４２の項（番号法別表第２の主務省令で定める事

務を定める命令第２５条第８号）、

５０の項、５３の項、５４の項、６１の項、６２の項、６

４の項、７０の項、８７の項、９０の項、９４の項、１０

４の項、１０６の項、

１０８の項（番号法別表第２の主務省令で定める

事務を定める命令第５５条第１号、第６号、第７

号、第９号、第１０号及び第１１号）、

１１６の項、１２０の項

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

令和1年6月28日
Ⅱしきい値判断項目（２．取扱者

数　いつ時点の計数か）
平成29年5月1日時点 平成30年4月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

令和1年6月28日
Ⅱしきい値判断項目（３．重大事

故）
発生なし 発生あり 事後

令和1年6月28日

Ⅰ関連情報（５．評価実施機関

における担当部署　②所属長の

役職名）

健康福祉局生活保護・自立支援担当課長　遠藤俊

明
保護指導担当課長 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

令和1年6月28日
Ⅱしきい値判断項目（１．対象人

数　いつ時点の計数か）
平成29年5月1日時点 平成30年12月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない

令和1年6月28日

Ⅰ関連情報（４．情報提供ネット

ワークシステムによる情報連携

②法令上の根拠）

【情報照会】番号法第１９条第７号　別表第２の２６

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第１９条第１号、第２号、第３号、第４

号、第５号及び第６号）

【情報提供】番号法第１９条第７号　別表第２の９

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第８条第１号及び第２号）、１０の項

（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定め

る命令第９条第１号、第２号及び第３号）、１４の項

（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定め

る命令第１１条第１号、第２号及び第３号）、１６の

項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定

める命令第１２条第１号、第２号、第３号、第４号及

び第６号）、２０の項（番号法別表第２の主務省令

で定める事務を定める命令第１４条第３号）、２４

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第１７条第１号）、２６の項（番号法別

表第２の主務省令で定める事務を定める命令第１

９条第１号、第２号、第３号、第４号、第５号及び第

６号）、２７の項（番号法別表第２の主務省令で定

める事務を定める命令第２０条第４号、５号、６号、

７号、９号及び１０号）、２８の項（番号法別表第２

の主務省令で定める事務を定める命令第２１条第

１号、第４号、第５号、第７号、第８号及び第９号）、

３０の項、３１の項（番号法別表第２の主務省令で

定める事務を定める命令第２２条第２号、第３号、

第４号、第５号、第６号、第８号、第１０号及び第１

１号）、３８の項、５０の項（番号法別表第２の主務

省令で定める事務を定める命令第２６条の４第１

号）、５３の項（番号法別表第２の主務省令で定め

る事務を定める命令第２７条第３号）、５４の項（番

号法別表第２の主務省令で定める事務を定める

命令第２８条第１号、第２号、第３号、第４号、第５

号、第７号、第８号及び第９号）、６１の項（番号法

別表第２の主務省令で定める事務を定める命令

第３２条第１号及び第２号）、６２の項（番号法別表

第２の主務省令で定める事務を定める命令第３３

条第３号）、６４の項（番号法別表第２の主務省令

で定める事務を定める命令第３５条第１号）、７０

【情報照会】番号法第１９条第７号　別表第２の２６

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第１９条第１号、第２号、第３号、第４

号、第５号及び第６号）

【情報提供】番号法第１９条第７号　別表第２の９

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第８条第１号及び第２号）、１０の項

（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定め

る命令第９条第１号、第３号、第４号及び第５号）、

１４の項（番号法別表第２の主務省令で定める事

務を定める命令第１１条第１号、第２号、第３号及

び第４号）、１６の項（番号法別表第２の主務省令

で定める事務を定める命令第１２条第１号、第２

号、第３号、第４号、第６号及び第８号）、２０の項

（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定め

る命令第１４条第３号）、２４の項（番号法別表第２

の主務省令で定める事務を定める命令第１７条第

１号）、２６の項（番号法別表第２の主務省令で定

める事務を定める命令第１９条第１号、第２号、第

３号、第４号、第５号及び第６号）、２７の項（番号

法別表第２の主務省令で定める事務を定める命

令第２０条第４号、５号、６号、７号、９号及び１０

号）、２８の項（番号法別表第２の主務省令で定め

る事務を定める命令第２１条第１号、第４号、第５

号、第７号、第８号及び第９号）、３０の項、３１の項

（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定め

る命令第２２条第２号、第３号、第４号、第５号、第

６号、第８号、第１０号及び第１１号）、３７の項（番

号法別表第２の主務省令で定める事務を定める

命令第２３条第１号）、３８の項（番号法別表第２の

主務省令で定める事務を定める命令第２４条第１

号）、５０の項（番号法別表第２の主務省令で定め

る事務を定める命令第２６条の４第１号）、５３の項

（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定め

る命令第２７条第３号）、５４の項（番号法別表第２

の主務省令で定める事務を定める命令第２８条第

１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第７号、第８

号及び第９号）、６１の項（番号法別表第２の主務

省令で定める事務を定める命令第３２条第１号及

事後

重要な変更に該当しない項目の

変更であるため、事前の提出・

公表が義務付けられない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年11月9日
Ⅱしきい値判断項目（２．取扱者

数　いつ時点の計数か）
令和1年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更

令和3年11月9日

Ⅰ関連情報（４．情報提供ネット

ワークシステムによる情報連携

②法令上の根拠）

【情報照会】番号法第１９条第７号　別表第２の２６

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第１９条第１号、第２号、第３号、第４

号、第５号及び第６号）

【情報提供】番号法第１９条第７号　別表第２の９

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第８条第１号及び第２号）、１０の項

（番号法別表第２の主務省令で定める事務を定め

る命令第９条第１号、第３号、第４号及び第５号）、

（略）

【情報照会】番号法第１９条第８号　別表第２の２６

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第１９条第１号、第２号、第３号、第４

号、第５号及び第６号）

【情報提供】番号法第１９条第８号　別表第２の９

の項、１０の項、１４の項、１６の項、１８の項、２０

の項、２４の項、２６の項、２７の項、２８の項、３０

の項、３１の項、３７の項、３８の項、４２の項、５０

の項、５３の項、５４の項、６１の項、６２の項、６４

の項、７０の項、８７の項、９０の項、９４の項、１０４

の項、１０６の項、１０８の項、１１３の項、１１６の

項、１２０の項

事後
重要な変更に該当しない項目の

変更

令和3年11月9日
Ⅱしきい値判断項目（１．対象人

数　いつ時点の計数か）
令和1年9月1日時点 令和3年9月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更

令和3年11月9日

Ⅰ関連情報（１．特定個人情報

ファイルを取り扱う事務　③シス

テムの名称

新福祉総合情報システム（生活保護システム）、シ

ステム連携基盤、中間サーバー

福祉総合情報システム（生活保護システム）、シス

テム連携基盤、中間サーバー
事後

重要な変更に該当しない項目の

変更

令和3年11月9日
Ⅰ関連情報（３．個人番号の利

用   法令上の根拠）

・番号法第９条第１項　別表第１の１５の項（番号

法別表第１の主務省令で定める事務を定める命

令第１５条第１号、第２号、第３号、第４号、第５

号、第６号、第７号、第８号及び第９号）

・川崎市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する条例第３条第１項

（別表第１の５の項）、第２項及び第３項

・番号法第９条第１項　別表第１の１５の項

・川崎市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する条例第３条第１項

（別表第１の５の項）、第２項及び第３項

事後
重要な変更に該当しない項目の

変更

令和3年11月9日

Ⅰ関連情報（１．特定個人情報

ファイルを取り扱う事務　②事務

の概要）

１　生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関

する事務

２　生活保護法第２４条第１項の保護の開始若しく

は同条第９項の保護の変更の申請の受理、その

申請に係る事実についての審査又はその申請に

対する応答に関する事務

３　生活保護法第２５条第１項の職権による保護

の開始又は同条第２項の職権による保護の変更

に関する事務

４　生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に

関する事務

５　生活保護法第２９条第１項の資料の提供等の

求めに関する事務

６　生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

７　生活保護法第５５条の５第１項の進学準備給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

８　生活保護法第６３条の保護に要する費用の返

還に関する事務

９　生活保護法第７７条第１項又第７８条第１項か

ら第３までの徴収金の徴収（同法第７８条の２第１

項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する

事務

１０　他団体との情報連携事務（中間サーバー・シ

ステム連携基盤における事務）

１　生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関

する事務

２　生活保護法第２４条第１項の保護の開始若しく

は同条第９項の保護の変更の申請の受理、その

申請に係る事実についての審査又はその申請に

対する応答に関する事務

３　生活保護法第２５条第１項の職権による保護

の開始又は同条第２項の職権による保護の変更

に関する事務

４　生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に

関する事務

５　生活保護法第２９条第１項の資料の提供等の

求めに関する事務

６　生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

７　生活保護法第５５条の５第１項の進学準備給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

８　生活保護法第５５条の８第１項の被保護者健

康管理支援事業の実施に関する事務

　被保護者の健康の保持及び増進を図るため、被

保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医

療の受診の勧奨等を行うこと。

９　生活保護法第６３条の保護に要する費用の返

還に関する事務

１０　生活保護法第７７条第１項又第７８条第１項

から第３までの徴収金の徴収（同法第７８条の２第

１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関す

る事務

１１　他団体との情報連携事務（中間サーバー・シ

ステム連携基盤における事務）

事後
重要な変更に該当しない項目の

変更

令和3年11月9日
Ⅱ　しきい値判断項目（３．重大

事故）
発生あり 発生なし 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更

令和5年3月27日

Ⅰ関連情報（１．特定個人情報

ファイルを取り扱う事務　①事務

の名称）

生活保護の決定及び実施等に関する事務
生活保護の決定及び実施、就労自立給付金の支

給等に関する事務
事後

重要な変更に該当しない項目の

変更

令和5年3月27日
Ⅱしきい値判断項目（１．対象人

数　いつ時点の計数か）
令和3年9月1日時点 令和4年9月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更

令和5年3月27日
Ⅱしきい値判断項目（２．取扱者

数　いつ時点の計数か）
令和3年9月1日時点 令和4年9月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年3月26日
Ⅱしきい値判断項目（２．取扱者

数　いつ時点の計数か）
令和4年9月1日時点 令和5年9月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更

令和6年3月26日
Ⅱしきい値判断項目（１．対象人

数　いつ時点の計数か）
令和4年9月1日時点 令和5年9月1日時点 事後

重要な変更に該当しない項目の

変更

令和6年3月26日

Ⅰ関連情報（７．特定個人情報

の開示・訂正・利用停止請求

請求先）

・健康福祉局生活保護・自立支援室

　　住　　　所：〒210-8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　電話番号：044-200-2643

・総務企画局情報管理部行政情報課（情報公開担

当）

　　住　　　所：〒210-8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　電話番号：044-200-2108

・健康福祉局生活保護・自立支援室

　　住　　　所：〒210-8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　電話番号：044-200-2643

・総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理

部行政情報課（情報公開担当）

　　住　　　所：〒210-8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　電話番号：044-200-2108

事後
重要な変更に該当しない項目の

変更

令和6年3月26日

Ⅰ関連情報（４．情報提供ネット

ワークシステムによる情報連携

③法令上の根拠

【情報照会】番号法第１９条第８号　別表第２の２６

の項（番号法別表第２の主務省令で定める事務を

定める命令第１９条第１号、第２号、第３号、第４

号、第５号及び第６号）

【情報提供】番号法第１９条第８号　別表第２の９

の項、１０の項、１４の項、１６の項、１８の項、２０

の項、２４の項、２６の項、２７の項、２８の項、３０

の項、３１の項、３７の項、３８の項、４２の項、５０

の項、５３の項、５４の項、６１の項、６２の項、６４

の項、７０の項、８７の項、９０の項、９４の項、１０４

の項、１０６の項、１０８の項、１１３の項、１１６の

項、１２０の項

【情報照会】番号法第１９条第８号　別表第２の２６

の項

【情報提供】番号法第１９条第８号　別表第２の９

の項、１０の項、１４の項、１６の項、１８の項、２０

の項、２４の項、２６の項、２７の項、２８の項、３０

の項、３１の項、３７の項、３８の項、４２の項、５０

の項、５３の項、５４の項、６１の項、６２の項、６４

の項、７０の項、８７の項、９０の項、９４の項、１０４

の項、１０６の項、１０８の項、１１３の項、１１６の

項、１２０の項

事後
重要な変更に該当しない項目の

変更

令和5年3月27日

Ⅰ関連情報（１．特定個人情報

ファイルを取り扱う事務　③シス

テムの名称

福祉総合情報システム（生活保護システム）、シス

テム連携基盤、中間サーバー

福祉総合情報システム（生活保護システム）、シス

テム連携基盤、中間サーバー、生活保護等版レセ

プト管理クラウド、医療保険者等向け中間サーバ

等

事前

令和5年3月27日

Ⅰ関連情報（１．特定個人情報

ファイルを取り扱う事務　②事務

の概要）

右記を追記

１２　生活保護システムから医療保険者等向け中

間サーバー等への特定個人情報の連携

　川崎市福祉事務所が、オンライン資格確認の準

備のため、被保護者の本人確認を実施し、医療保

険者等向け中間サーバー等への被保護者の特定

個人情報及び資格情報／医療券・調剤券情報の

提供を行う。（生活保護等版レセプト管理クラウド

又は川崎市福祉事務所の統合専用端末から、被

保護者の資格情報／医療券・調剤券情報に関す

るデータを、医療保険者等向け中間サーバー等

（運用支援環境の委託区画）へ連携する。）

事前


